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内部統制システム構築の基本方針の一部改正に関するお知らせ 
 

当社は平成 26年 5月 9日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改正

することを決議いたしましたので、下記の通り改正後の内容をお知らせいたします。主な改正箇所は

下線で示しております。 

 

記 

 

（1） 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

① 業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的

を達成するため、企業理念に基づいた倫理規程を定め、取締役自らによる率先垂範と役員・従業員

への周知徹底を図ることとする。 

② 取締役会を通じ、取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。 

 

（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

① 取締役の職務の執行、意思決定に係る情報を文書又は電磁的媒体により保存し、これら文書を別に

定める文書管理規程、文書保存期間一覧表に定める期間中、厳正に保存・管理するものとする。 

② 取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。 

 

（3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

① 損失の危険の管理に関する事項については、社内にリスク管理委員会を設置し、緊急時に委員会を

開催する。 

② 最低年 1回委員会を開催し、安全に対する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱

えるリスクの管理について、必要な見直し・対応を検討する。 

 

（4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

① 取締役、執行役員並びに拠点長をメンバーとする拠点長会議又は執行役員会を適宜開催し、予算、

組織・人事、事業計画等全社的な意思決定事項について、慎重に協議した上で、必要であれば議案

を取締役会に上程する。 

② 取締役会は、原則毎月 1回開催し、重要な項目についての意思決定を行う。 

③ その意思決定に基づき、執行役員は具体的な業務遂行の打合せを行い、速やかに業務を展開する体

制とする。 
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（5） 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

① 役員・従業員は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持し、さらに高めてい

くため、法令はもとより、社会人としての正しい姿勢・行動規範を遵守すべきであるということか

ら、倫理規程を定め、それを役員・従業員に周知徹底させる。 

② リスク管理委員会を最低年 1回開催し、倫理規程の見直しその他、職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための方策について見直しや対応を検討する。 

③ 倫理規程において「市民に脅威を与える反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、また自

らもこれらの勢力・団体を利用しない。」と定め、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察

等とも連携し組織的に対応する。 

 

（6） 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社担当役員を配置し、子会社が当社の

経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。 

 

（7） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項 

 

当社は、当面監査役の職務を補助すべき使用人を置かず、総務部・内部監査室は、監査役からの調査

の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものとする。なお、当該使用人の任命、人事異動、考課等につ

いては、監査役と事前協議を行うものとする。 

 

（8） 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 

① 監査役は、重要な意思決定会議である取締役会に出席し、取締役・執行役員及び使用人から、意思

決定の経緯や重要事項の報告を受けるものとする。 

② 監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役・執行役員及び使用人に対して報告を求めること

ができることとする。 

 

（9） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

① 常勤監査役は、取締役及び使用人から重要事項について、常に報告を受け、また調査を必要とする

場合には総務部・経理部・内部監査室に要請して、監査が効率的に行われる体制とする。 

② 監査役会を年 4回以上開催し、重要事項について協議する他、年 2回監査役会と会計監査人との面

談を持ち、特に財務上の問題につき協議し、監査がより実効的に行われることを確保する。 

 

以 上 


